
大 分 市 認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 認 可 外 保 育 施 設 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 2 2 年  

法 律 第 １ 6 4 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ６ 条 の ３ 第 ９ 項 か ら 第

１ ２ 項 ま で に 規 定 す る 業 務 又 は 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務  

を 目 的 と す る 施 設 で あ っ て 、 法 第 ３ ４ 条 の １ ５ 第 ２ 項 若 し く は

法 第 3 5 条 第 4 項 の 認 可 を 受 け て い な い も の （ 法 第 5 8 条 の 規

定 に よ り 児 童 福 祉 施 設 若 し く は 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 認 可 を 取 り

消 さ れ た も の を 含 む 。）又 は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、保 育

等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７

号 。以 下「 認 定 こ ど も 園 法 」と い う 。）第 １ ７ 条 第 １ 項 の 認 可 を

受 け て い な い も の （ 認 定 こ ど も 園 法 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 認 可 を 取 り 消 さ れ た も の を 含 む 。）

を い う 。 以 下 同 じ 。） に 対 す る 法 第 ５ ９ 条 の 規 定 に 基 づ く 調 査 、

勧 告 、 命 令 等 に 関 し 、 必 要 な 指 針 及 び 基 準 を 定 め 、 指 導 監 督 を

行 う こ と に よ り 、 保 育 の 内 容 及 び 環 境 の 適 正 化 を 図 り 、 も っ て

児 童 の 福 祉 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

 （ 対 象 施 設 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 の 対 象 と な る 施 設 は 、 前 条 に 定 め る 認 可 外 保 育  

施 設 と す る 。  

 

（ 指 導 監 督 の 基 準 ）  

第 ３ 条  認 可 外 保 育 施 設 に 対 す る 指 導 監 督 は 、「 認 可 外 保 育 施 設 に  

対 す る 指 導 監 督 の 実 施 に つ い て 」（ 平 成 １ ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日 雇 児 発

第 １ ７ ７ 号 厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 長 通 知 ） に お け る

「 認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 の 指 針 」 及 び 「 認 可 外 保 育 施 設 指 導



監 督 基 準 」（ 以 下 「 指 導 監 督 基 準 」 と い う 。） に よ り 、 児 童 の 処

遇 等 の 保 育 内 容 、 保 育 従 事 者 数 、 施 設 設 備 等 に つ い て 行 う も の

と す る 。 た だ し 、 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ３ 年 厚 生 省 令 第

１ １ 号 。以 下「 省 令 」と い う 。） 第 ４ ９ 条 の ２ に 規 定 す る 施 設 で

あ っ て 市 長 が 必 要 と 認 め た も の は 、 指 導 監 督 基 準 の 一 部 を 適 用

し な い 。  

 

 （ 報 告 の 徴 収 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 認 可 外 保 育 施 設 （ 省 令 第 4 9 条 の 2 に 規 定 す る  

施 設 に 限 る 。）の 設 置 者 又 は 管 理 者 に 対 し 、年 １ 回 以 上 、認 可 外

保 育 施 設 運 営 状 況 報 告 書 （ 大 分 市 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 9

年 大 分 市 規 則 第 1 5 号 ）第 5 条 第 3 項 に 規 定 す る 認 可 外 保 育 施

設 運 営 状 況 報 告 書 を い う 。） の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 認 可 外 保 育 施 設 の 設 置 者 又 は 管 理 者 （ 以 下 「 設 置 者

等 」と い う 。）に 対 し 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、当 該 各 号 に 定

め る 様 式 に よ り 報 告 を 求 め る も の と す る 。  

(1 )  当 該 施 設 の 管 理 下 に お い て 、 死 亡 事 案 、 重 傷 事 故 事 案 、  

食 中 毒 事 案 等 の 重 大 な 事 故 が 生 じ た 場 合   事 故 等 報 告 書  

（ 様 式 第 １ 号 ）  

(2 )  当 該 施 設 に 、2 4 時 間 か つ 週 の う ち お お む ね 5 日 以 上 入 所

し て い る 児 童 が い る 場 合   長 期 滞 在 児 報 告 書 （ 様 式 第 ２

号 ）  

３  前 ２ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 市 長 は 、 児 童 の 処 遇 上 の 観 点

か ら 施 設 に 問 題 が あ る と 認 め る と き は 、 随 時 、 特 別 に 報 告 を 求

め る も の と す る 。  

 

 （ 調 査 の 実 施 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 施 設 の 運 営 状 況 等 を 把 握 す る た め 、 別 に 定 め る  



実 施 計 画 に 基 づ き 、 当 該 職 員 を し て 、 原 則 年 １ 回 以 上 認 可 外 保

育 施 設 に 立 ち 入 り 、 そ の 設 備 若 し く は 運 営 に つ い て 必 要 な 調 査

若 し く は 質 問 （ 以 下 「 立 入 調 査 」 と い う 。） を 行 わ せ 、 又 は 必 要

に 応 じ て 当 該 施 設 の 保 育 従 事 者 及 び 利 用 児 童 の 保 護 者 等 か ら 事

情 を 聴 取 さ せ る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 認 可 外 保 育 施 設 の 立 入 調 査 で 運 営 状 況

等 を 十 分 に 把 握 で き な い と き は 、 市 長 は 、 当 該 職 員 に 当 該 認 可

外 保 育 施 設 の 設 置 者 等 の 事 務 所 に 対 し て 立 入 調 査 を 行 わ せ 、 必

要 な 報 告 を 徴 収 さ せ る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 年 度 途 中 に 新 た に 認 可 外 保 育 施 設 の 設 置 を 把 握 し た

と き は 、 実 施 計 画 に か か わ ら ず 、 速 や か に 当 該 職 員 に 立 入 調 査

を 行 わ せ る よ う 努 め る 。  

４  市 長 は 、 重 大 な 事 故 が 発 生 し た 場 合 又 は 利 用 者 か ら 苦 情 や 相  

談 が 寄 せ ら れ て い る 場 合 等 で 、 児 童 の 処 遇 上 の 観 点 か ら 認 可 外

保 育 施 設 に 問 題 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 職 員 に 、 随 時 、 特

別 に 立 入 調 査（ 以 下「 特 別 立 入 調 査 」と い う 。） を 行 わ せ る も の

と す る 。  

５  市 長 は 、 立 入 調 査 を 行 っ た 認 可 外 保 育 施 設 に 対 し 、 当 該 立 入  

調 査 の 結 果 に 基 づ き 、 別 に 定 め る 要 領 に よ り 、 評 価 を 行 う 。  

６  立 入 調 査 を 行 う と き は 、 設 置 者 等 に 対 し 、 期 日 を 事 前 に 通 知  

す る も の と す る 。 た だ し 、特 別 立 入 調 査 を 行 う 場 合 に お い て 、  

緊 急 を 要 す る と き は 、事 前 に 通 知 せ ず に 実 施 す る こ と が で き る 。 

 

（ 改 善 指 導 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 立 入 調 査 の 結 果 、 指 導 監 督 基 準 等 に 照 ら し て 改  

善 を 求 め る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 認 可 外 保 育 施 設 に つ い て 、

改 善 指 導 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、 改 善 指 導 を 行 う 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 改 善 指 導 を 行 っ た と き は 、 お お む ね



１ 月 以 内 の 期 限 を 付 し て 、 改 善 の 報 告 又 は 改 善 計 画 の 提 出 を 求

め る も の と す る 。  

 

（ 改 善 勧 告 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、前 条 に 規 定 す る 改 善 指 導 を 行 っ た 場 合 に お い て 、 

運 営 状 況 等 が 改 善 さ れ ず 、 又 は 改 善 が 見 込 ま れ な い と 認 め た と

き は 、 法 第 ５ ９ 条 第 ３ 項 に 基 づ く 改 善 勧 告 を 行 う 。  

２  前 条 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 立 入 調 査 の 結 果 、 当 該 認

可 外 保 育 施 設 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る 場 合 は 、

改 善 指 導 を 経 ず に 改 善 勧 告 を 行 う 。  

(1 )  著 し く 不 適 正 な 保 育 内 容 や 保 育 環 境 で あ る 場 合  

(2 )  児 童 の 安 全 性 に 著 し く 問 題 が あ る 場 合  

(3 )  そ の 他 児 童 の 福 祉 の た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 建 物 の 構 造 等 か ら 改 築 、 建 替 え 等 の

速 や か な 改 善 が 困 難 と 認 め ら れ る と き は 、 3 年 を 限 度 と し て 、

適 切 な 期 限 を 付 し て 、 移 転 を 勧 告 す る 。  

４  第 １ 項 か ら 前 項 ま で の 改 善 勧 告 は 、 勧 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に

よ り 行 い 、 お お む ね １ 月 以 内 の 期 限 を 付 し て 、 文 書 に よ る 報 告

を 求 め る も の と す る 。  

５  前 項 の 規 定 に よ り 、 設 置 者 等 か ら 改 善 勧 告 に 対 す る 報 告 が あ

っ た 場 合 は 、 そ の 改 善 状 況 等 を 確 認 す る た め 、 速 や か に 特 別 立

入 調 査 を 行 う 。  期 限 が 経 過 し て 報 告 が な い 場 合 も 、 同 様 と す

る 。  

６  市 長 は 、 改 善 勧 告 を 行 っ た 場 合 に お い て 、 改 善 が 行 わ れ て い

な い と き は 、 必 要 に 応 じ 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 行 う 。  

(1 )  当 該 施 設 の 利 用 者 に 対 し 、改 善 勧 告 の 内 容 及 び 改 善 が 行 わ  

れ て い な い 状 況 に つ い て 個 別 通 知 等 に よ り 周 知 し 、 施 設 の 利  

用 を 控 え る 等 の 勧 奨 を 行 う 。  



(2 )  法 第 ５ ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、報 道 機 関 等 を 通 じ て 公 表  

す る 。  

 

 （ 事 業 の 停 止 命 令 及 び 施 設 の 閉 鎖 命 令 等 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 設 置 者 等 に 対 し 、 改 善 勧 告 を 行 っ た に も か か わ  

ら ず 、 改 善 が 行 わ れ て い な い 場 合 で あ っ て 、 改 善 の 見 通 し が な

く 児 童 福 祉 に 著 し く 有 害 で あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は 児 童 の

福 祉 を 確 保 す べ き 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 で あ っ て 、 改 善 指 導 若

し く は 改 善 勧 告 を 行 う 時 間 的 余 裕 が な く 、 か つ 、 こ れ を 放 置 す

る こ と が 児 童 福 祉 に 著 し く 有 害 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 命

令 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 法 第 5 9 条 第 5 項 に 基 づ く 事 業 の 停

止 又 は 施 設 の 閉 鎖 を 命 ず る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 当 該 認 可 外 保 育 施 設 の 設 置 者

等 に 対 し 、 事 前 に 弁 明 の 機 会 を 付 与 し 、 大 分 市 社 会 福 祉 審 議 会

児 童 福 祉 専 門 分 科 会（ 以 下「 児 童 福 祉 専 門 分 科 会 」と い う 。）の

意 見 を 聴 く も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 場 合 に お い て 、 児 童 の 生 命 又 は 身 体 の 安 全 を 確 保 す

る た め に 緊 急 を 要 し 、 あ ら か じ め 、 弁 明 の 機 会 を 付 与 し 、 又 は

児 童 福 祉 専 門 分 科 会 の 意 見 を 聴 く い と ま が な い と き は 、 弁 明 の

機 会 の 付 与 及 び 児 童 福 祉 分 科 会 の 意 見 聴 取 の 手 続 き を 経 な い で 、

事 業 の 停 止 又 は 施 設 の 閉 鎖 を 命 ず る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 事 業 の 停 止 又 は 施 設 の 閉 鎖 を 命 じ た 場 合 は 、 そ の 名  

称 、 所 在 地 、 設 置 者 名 、 管 理 者 名 、 処 分 の 内 容 等 を 公 表 す る も

の と す る 。  

 

 （ そ の 他 の 指 導 ）  

第 ９ 条  前 ３ 条 に 規 定 す る ほ か 、 市 長 は 、 認 可 外 保 育 施 設 の 保 育  

内 容 等 に つ い て の 助 言 、 施 設 に 勤 務 す る 職 員 の 研 修 そ の 他 児 童



の 福 祉 の 向 上 の た め 必 要 な 指 導 を 行 う 。  

 

 （ 記 録 の 整 備 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 認 可 外 保 育 施 設 ご と に 届 け 出 さ れ た 事 項 、 運  

営 状 況 、 指 導 監 督 の 内 容 、 立 入 調 査 の 結 果 等 に つ い て 必 要 な 記

録 を 整 備 す る 。  

 

 （ 情 報 の 提 供 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 認 可 外 保 育 施 設 の 状 況 に つ い て 、 児 童 の 福 祉

の た め 必 要 と 認 め る 事 項 を 取 り ま と め 、 そ の 情 報 を 市 民 へ 提 供

す る も の と す る 。  

 

 （ 補  則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 認 可 外 保 育 施 設 の 指 導  

監 督 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

 

附   則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 1 4 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 1 5 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  



 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ７ 月 1 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ６ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


